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（趣 旨） 

第１条 この要綱は，豊中市市長部局所管及びこれに類する公共用地（以下「公

 共用地」という。）の境界確定協議事務に関し，適正かつ効率的な事務の遂

 行を図るため，必要な事項を定めたものである。 

 ２ 前項の詳細を運用基準に，書式を様式集にて定めるものとする。 

（定 義） 

第２条 「公共用地境界確定協議」とは，公共用地とこれに隣接する土地（以

下「協議地」という。）との境界の全部（特別な理由がある場合は一部）に

ついて，豊中市長と協議地所有者（以下「所有者」という。），相隣地所有

者，対側地所有者及びその他関係者が協議してこれを定め，書面をもって明

らかにすることをいう。 

（協議申込み） 

第３条 公共用地境界確定協議申込みは，原則として所有者が，豊中市長に公

共用地境界確定協議申込書（以下「申込書」という。）を１部提出してこれ

を行う。ただし，特別の理由がある場合はこの限りでない。 

２ 本市が行う公共事業での申込みの場合は，協議土地所管所属長又は，事業

所管所属長とする。 

３ 国及び地方公共団体等が行う公共事業での申込みの場合は，公共用地の境

界確定に関する権限のあるものとする。 

４ 協議地が複数筆に係る場合は，所有者が同一であることを要するものとす

る。 

５ 協議途中で所有者が変更された場合は，再度，申込書を提出しなければな

らない。 

６ 受理後，一定期間経過した場合は，再度，申込書を提出しなければならな

い。 

（代理人） 

第４条 所有者は，公共用地境界確定協議の申込みに係る業務を公共用地境界

確定協議事務代理人（以下「代理人」という。）に代理させることができる

。この場合，所有者は，代理人に行わせる必要な事項を記載した委任状を申

込書に添付しなければならない。 



 

２ 代理人は，土地家屋調査士，土地家屋調査士法人，測量士，測量士補，建

築士又は行政書士で、協議に必要な測量，図面作成等の能力を有するものと

する。 

ただし，建築士にあっては，図面の作成に関し，講習会修了者名簿に登載さ

れた者で，かつ，建築確認申請に必要な場合に限る。また，行政書士にあって

は，大阪府行政書士会の測量に関する研修を受講し試験に合格した者のうち，

同会が認定した者に限る。 

（添付書類） 

第５条 第３条の申込みに当たっては，申込書及び下記の書類を順に添付する

ものとする。 

 (1) 委任状  

 (2) 1) 印鑑登録証明書（個人の場合） 

    2） 印鑑証明書（法人の場合） 

 (3) 代表者事項証明書又は商業登記簿謄本（法人の場合） 

 (4)  協議地の登記事項証明書（全部事項証明書） 

(5) 地図・地図に準ずる図面の写し（公図） 

(6) 協議地周辺の登記事項証明書（全部事項証明書），土地調書または登記 

事項要約書 

(7)  位置図（協議地を着色） 

(8) 協議地及び周辺の地積測量図 

(9)  その他豊中市長が必要と認める書類 

（審査及び受理） 

第６条 豊中市長は，申込書が提出されたときは，遅滞なく書類を審査し，申

込み要件を満たしている場合にはこれを受理する。 

２ 公図において，協議地の形状，隣接地との関係が一致しない等の場合は，

代理人が公図の訂正を行うことを前提として受理する。 

（現地立会）  

第７条 豊中市長は，原則として所有者，相隣地所有者，対側地所有者及びそ

の他関係者と公共用地境界確定協議に関する資料等に基づき，現地で立会し

境界の協議をしなければならない。 



 

２ 前項の立会の際，立会者は，立会者名簿に住所及び氏名を記載することと

する。 

（公共用地境界確定図の作成・提出） 

第８条 代理人は，現地立会等の後，速やかに公共用地境界確定図を作成し，

提出しなければならない。 

２ 図面は，様式集の作成例に基づき作成しなければならない。 

（公共用地境界確定図の審査） 

第９条 豊中市長は，前条の図面を速やかに審査するものとする。 

（関係者の承諾） 

第１０条 前条の公共用地境界確定図面に所有者は住所及び氏名を記入・押印

しなければならない。原則として相隣接地所有者，対側地所有者及びその他

関係者に対しても住所，氏名の記入・押印を求めるものとする。 

（公共用地境界確定書の通知及び受領書の提出） 

第１１条 豊中市長は，所有者との協議結果について，公共用地境界確定書を

もって通知するものとする。 

２ 所有者又は，代理人は，公共用地境界確定書の受領に際し，受領書を提出

しなければならない。 

３ 所有者又は，代理人は，豊中市手数料条例に定められた手数料を納付しな

ければならない。 

４ 協議地において既公共用地境界確定書があれば，豊中市長が受領書を受け

た時点で上書き扱いとする。 

（境界標の設置） 

第１２条 代理人は，必要に応じて現地において境界標等を設置しなければな

らない。 

（取下げ） 

第１３条 公共用地境界確定協議が不調に至った等の場合，第３条第５項及び

同条第６項に該当する場合，所有者又は，代理人は，豊中市長に取下げ申込

書を提出しなければならない。 

２ 豊中市長は，前項の取下げ申込書の提出があれば，申込書を返却するもの

とする。 



 

（疑義） 

第１４条 この要綱を運用するにあたり，疑義が生じたときは，豊中市長と代

理人又は，所有者は，十分協議し解決するものとする。 

 

   附則 

  １ この要綱は令和3年(2021年)4月1日から実施する。 

  ２ 平成18年10月20日付境界確定事務取扱要領は、これを廃止する。 

 

  


